
11月24日

経営計画に基づいて行う 販路拡大等取組みに対して

15:00-16:00木

５０万円を上限に補助金がでる！

※終了後、個別相談もあります。

小規模事業者持続化補助金とは・・・
経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取組みに対して50万円を上限に補助金(補助率：2/3)
がでます。
・雇用の増加を伴う取組み、または従業員の処遇改善に取組む事業者、買物弱者対策に取組む
事業者、海外展開の取組み事業者については100万円が上限となります。
【対象となる取組み例】
①広告宣伝…新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布

②集客力を高めるための店舗改装…幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化

③商談会・展示会への出展…新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展

④商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更…新たな市場を狙って商品パッケージを一新
◆詳細は、全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金 特設サイト」でご確認下さい。

販路拡大をお考えの小規模事業者の皆様へ

＜会 場＞潮来市商工会（潮来市牛堀17番地）

＜対 象＞小規模事業者（商業・サービス5人以下、製造・建設業・その他20人以下）

＜内 容＞①小規模事業者持続化補助金の概要について
②申請書作成のポイント

＜参加費＞無料 ※定員30名

＜講 師＞潮来市商工会職員

＜申 込＞下記までＦＡＸまたはお電話でお申込み下さい。
潮来市商工会 ＴＥＬ 0299（80）3831 平日8：30～17：00

ＦＡＸ 0299（64）5713

小規模事業者持続化補助金説明会 参加申込書

事業所名 住 所

氏 名
業 種

従業員数 人

Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ

※お申込み時にお預かりしました個人情報は、当セミナー開催における連絡及びセミナー情報の提供以外の目的には使用いたしません


